
 

 

 

 

「（仮称）町田市感染症予防計画」の策定について 

 

 

    町田市では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、今後の感染症の発生

及びまん延に備え、感染症対策の一層の充実を図るため「（仮称）町田市感染症予防

計画」を策定します。 

 

１ 計画策定の根拠  

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が 2022 年 12 月

に一部改正され、都道府県に加えて保健所設置区市においても 2023 年度中に予

防計画を策定することが求められています。 

 

２ 計画の概要 

  感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（平成 11 年厚生省告

示第 115号）及び東京都感染症予防計画を踏まえて、本計画の構成は以下を予定

しております。 

（１）基本的な考え方 

 内容 
総合的な感染症対策の実施や人権の尊重などの基本方針、市の役

割や関係機関との連携体制などを記載 

（２）感染症の発生予防及びまん延防止のための施策 

 内容 
情報収集や普及啓発などの感染症の発生予防、疫学調査・防疫措

置などのまん延防止策、人材育成などを記載 

（３）新興感染症発生時の対応 

 内容 
検査実施体制や自宅療養者等の療養環境整備、保健所の業務執行

体制の確保などを記載 

（４）その他感染症の予防の推進に関する施策 

 内容 
結核や HIV、麻しん・風しん等の疾患の特性に応じた総合的な予防

施策の推進などを記載 

 

３ 計画期間：６年間（２０２４年４月から２０３０年３月まで） 

 

４ 策定スケジュール 

策定に向けたスケジュールは以下のとおりです。 

２０２４年 １月 町田市健康危機管理委員会 

２０２４年 ２月～３月 市民意見募集 

２０２４年 ３月 計画の策定 

※ 策定スケジュールは、変更となる場合があります。 

2023 年 12 月 13 日 
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